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方策例❶：日常管理業務等の包括発注方式
（＋複数年契約＋性能規定契約）

＜改善目的＞担い手の確保／業務の効率化 等

方策例➎：設計の受注者が施工段階で関与する方式
方策例➍：工事の受注者が設計段階で関与する方式
＜改善目的＞業務の効率化 等

方策例➏：設計・施工一括発注方式
＜改善目的＞事業ｽﾋﾟｰﾄﾞの迅速化 等

方策例➐：PFI方式による一括更新／大規模修繕
＜改善目的＞民間ﾉｳﾊｳ活用／財源確保・平準化 等

方策例➌：★提案する事業ｽｷｰﾑ
設計等業務の包括発注方式
（＋定期点検周期（例：５年間）の複数年契約）
＜改善目的＞業務の効率化／PDCAの加速化 等

方策例❷：（方策例❶等＋）広域化
※例：複数団体／分野横断等

＜改善目的＞事業規模の確保／ 等
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ご提案する事業ｽｷｰﾑにより、以下のような、多くの地方公共団体が実際に抱えている課題を解決します。
ア：早期措置段階（健全性Ⅲ）の橋梁の措置が遅れている（予防保全への転換が進まない）（図-1）。
イ：点検する者（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等）によって健全性診断の精度の問題やﾊﾞﾗﾂｷがある。
ウ：定期点検業務を５年で一巡するよう毎年度発注する等、個別発注の事務（補助申請含む）が負担である。
エ：個別施設計画（長寿命化修繕計画）における管理方針・水準等の思想と補修設計成果に一貫性がない。
オ：定期点検とは別に、補修設計時にも近接して現地確認しており二度手間である。
カ：発注者側も受注者側も、年度によって担当者が変わることから、橋梁維持管理のPDCAが回りにくい。
キ：地元企業の力量に不安がある、または地元企業の育成が必要である。
ク：新技術の導入やﾃﾞｼﾞﾀﾙ化、DXなどの取組が進まない。

橋梁の定期点検・長寿命化修繕計画・補修設計等の包括的民間委託

PPP／PFI手法に関するシーズ提案書

②提案の概要

①提案によって解決する自治体の課題のイメージ

様式１
☑インフラの維持管理・修繕等に係る官民連携事業の導入検討
□官民連携グリーンチャレンジモデル

会社名 ：八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ（株）
担当部署：事業統括本部 社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業室

担当者：山本、野田、中島
連絡先（電話番号）：03-5822-6214

メールアドレス：hr-yamamoto@yachiyo-eng.co.jp

▼提案する事業ｽｷｰﾑの概要（図-2）
以下のような包括的民間委託の事業ｽｷｰﾑをﾍﾞｰｽに、ﾆｰｽﾞ
（課題・改善目的）に応じた事業ｽｷｰﾑをご提案します。
 対象施設：橋梁 ※他の施設でも適用可能
 対象業務：定期点検、長寿命化修繕計画、補修設計
 契約期間：定期点検の法定周期である５年間
 受注形態：単独企業または地元企業と大手のJV 等

▼従来のｽｷｰﾑと異なる点や工夫点
 包括的民間委託の主な事例である、建設業者が担い手の

中心の道路等の日常管理ではなく、従来の建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業
務の範囲を対象

 契約種別の異なる委託と請負を、まずは分離しておくこ
とで、予算執行や担い手（業界）の整合性等の観点から、
受発注者双方にとっても新たな仕組みの足掛かりとして
取り組みやすい

 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが担い手の中心となる事業ｽｷｰﾑから始めるこ
とで、計画や設計といった発注者に近い立場から寄り添
い、事業の上流から全体を俯瞰し、事業を通じた改善提
案や事業の発展に向けた利害関係者との調整が促される

 橋梁を対象とすることで、同様に道路法に基づく定期点
検等が必要な構造物への水平展開に向けたﾓﾃﾞﾙｹｰｽとなる 図-2_改善目的に応じた多様な事業ｽｷｰﾑと提案する事業ｽｷｰﾑの位置づけ

出典：道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ年報（2022年8月）

図-1_全国的な予防保全への移行状況（橋梁の例）
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YES
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緊急措置
YES
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管理方針
に基づく

修繕段階

YES

NO

予防保全型：健全性区分Ⅱ
事後保全型：健全性区分Ⅲ

長寿命化修繕工事として計画に計上し、
計画的な予算確保と優先順位に基づく実施

※健全性区分Ⅳ相当

※健全性区分Ⅱ相当

※健全性区分ⅡまたはⅠ相当

※健全性区分ⅢまたはⅡ相当

 第６回ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽ大賞「優秀賞」受賞

 論文発表実績多数（例：土木学会／日本ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協会 等）

橋梁の定期点検・長寿命化修繕計画・補修設計等の包括的民間委託

PPP／PFI手法に関するシーズ提案書

③スキーム（技術）の導入により得られる効果

様式１

その他

☑インフラの維持管理・修繕等に係る官民連携事業の導入検討
□官民連携グリーンチャレンジモデル

▼提案する事業ｽｷｰﾑだからこそ取り組みやすい改善方策の事例（弊社実績）
 複数年契約かつ維持管理ﾌﾟﾛｾｽを包括した事業ｽｷｰﾑという特徴を生かし、改善方策

の実践と検証によるこまめなPDCA（図-4～6）が促されるほか、例えば維持工事等
との連携や包括化など（※）、事業ｽｷｰﾑの発展に向けた検討の並走も可能
（※）点検等の現地確認時のこまめな補修／予防保全に資する日常管理（清掃）等

冒頭①の課題の解決に資するほか、官民連携意識の醸成によるこれらの
相乗効果が期待できます。
A：健全性の着実な回復（課題ア）

⇒健全性Ⅲ28％減少※多摩市実績

B：業務の効率化・高度化（課題イエオカ）
C：発注事務の負担軽減（課題ウ）
D：地元企業の育成（課題キ）
E：新技術等の活用促進（課題ク）

 東京都多摩市において、令和元年度より、本提案と同様の事業ｽｷｰﾑを
導入しており、弊社が受託者として執行中です（別途参考資料参照）。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/03activity/03_award.html

図-3_提案する事業ｽｷｰﾑの導入事例
（東京都多摩市）

図-4_課題の改善に資する判定手法
の導入提案と運用による見直しの例

図-5_定期点検時に行う
簡易補修の試行例

図-6_ﾄﾞﾛｰﾝ×AIを活用した
ひび割れの進行性の追究例

②提案の概要（つづき）
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※追加５橋は令和４年度以降

【与条件の変化例】
令和４年度道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ事業補助制度より、
新技術の活用等の方針や、数値目標等の記載が
要件の一つとなる。
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点検・診断の統一性の向上／小さなＰＤＣＡからこまめに回す改善の加速化

実
証
済
み

▼新技術等の導入促進との親和性
 新技術について、ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄが高いものでも、対象施設・

業務の包括化等でｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄが発現し、適用性が拡大
 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化について、ﾃﾞｰﾀ取得段階はｺｽﾄを要するが、事業

の複数年化により、ﾃﾞｰﾀの利活用段階で業務の効率化等
が図れ、先行投資が生きる、DXも含めた取組が加速

図-7_Society5.0実現に向けた
社会課題解決のｱﾌﾟﾛｰﾁ

（包括的民間委託×新技術活用等）

Society5.0実現へ！
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官民連携による

分野・領域横断の
まち（ｲﾝﾌﾗ）経営

現 在

Society4.0 ➋新技術等の開発と社会実装

調
達
・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

業務変革（DX・GX等）

業務の
生産性向上
（DX)

民間資金調達
を含む

成果連動型民間委託
等

広域化等

ﾊﾞｰﾁｬﾙ
自治体

将 来

包括的
民間委託

等

事業の
ﾊﾞﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ等

（ｽﾏｰﾄｼﾃｨ等）

ｻｽﾃｨﾅﾋﾞﾘﾃｨ

両軸❶❷は
相互に促進効果に寄与
例）包括的民間委託は新技術活用を促進
例）新技術・事業の社会実装には包括的管理が合わせて必要

ｲﾝﾌﾗ老朽化を取り巻く社会課題

出典：Society5.0の図は内閣府資料

直営＋

包括的
民間委託

等

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾂｲﾝ
ﾃﾞｰﾀ連携基盤 等

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化 等

会社名 ：八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ（株）
担当部署：事業統括本部 社会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業室

担当者：山本、野田、中島
連絡先（電話番号）：03-5822-6214

メールアドレス：hr-yamamoto@yachiyo-eng.co.jp
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